
【ご利用料金表】（介護保険） 令和３年４月１日～    

            

TEL ５６－４９０５ 

＜訪問看護による訪問＞   

所要時間 要介護１～５ 要支援１・２ 

訪問看護２ （３０分未満） 

※准看護師（９０/１００） 

４７０単位 

※４２３単位 

４５０単位 

※４０５単位 

訪問看護３ （３０分以上６０分未満） 

※准看護師（９０/１００） 

８２１単位 

※７３９単位 

７９２単位 

※７１３単位 

訪問看護４ （６０分以上９０分未満） 

※准看護師（９０/１００） 

１１２５単位 

※１０１３単位 

１０８７単位 

※９７９単位 

＜理学療法士・作業療法士による訪問＞ 

所要時間 要介護１～５ 要支援１・２ 

訪問看護Ⅰ５ （２０分） ２９３単位 ２８３単位 

訪問看護Ⅰ５ （４０分） ５８６単位 ５６６単位 

訪問看護Ⅰ５ （６０分） ７９１単位 ７６４単位 

＜その他の加算＞ 

① 初回加算 ３００単位 

② 退院時共同指導加算 ６００単位 

③ サービス提供体制強化加算 Ⅱ ３単位 

①初回の訪問看護を行った月に加算されます。 

※ 要支援から要介護、要介護から要支援に区分が変更になった場合も加算されます 

②診療所又は介護老人保健施設に入所中、退院・退所するにあたり訪問看護ステーションの

看護師等が退院時共同指導を行った後、初回の訪問看護時に加算されます。  

④ 看護師の訪問の際は１回につき、理学療法士等の訪問の際は２０分１回の算定となりま

す。 

 

※ １単位１０円 

※ 介護保険ご利用での自己負担金額は、介護保険負担割合証で定められた額となります。 

※ 特定疾患医療受給者証をお持ちの方は、自己負担額が自己負担上限額までとなります 

※ 理学療法士等が利用開始の月から１２月超の利用者に指定介護予防訪問看護を行った

場合１回につき５単位を減算。 


